
「電子提供措置実施結果通知サービス」概要Ｑ＆Ａ（詳細版）ver.3.10

2026 年 5 月 26 日改定 

当社併設の「土井司法書士事務所（会社概要から代表取締役）」の顧客の方は無料で提供します。 

メールにて、ご遠慮なくご希望を早めにお知らせください。 

■制度趣旨、調査の必要性については後半に記載

■申込み等について

Ｑ１．本サービスの申込締切日及び東証サーバへの設定などのスケジュールはどのようになりま

すか。 

Ａ１．株主総会開催日を 2026 年 6 月 29 日と仮定した場合は、株主総会開催日をスケジュールの

起点として、以下のようになります。 

●月●日 本サービス申込締切日（原則、「電子提供措置」掲載日の 5 営業日前、約 1 週間

前）（〆切は、柔軟に対応します。原則に間に合わない方は事前に電話にてご連

絡をください。） 

●月 X－1 日までに

東証サーバ掲載依頼は、前日の午後 11 時 29 分までに設定が必要※１

東証サーバ（東証上場会社情報サービス）に「電子提供措置」ファイルを設定 

●月 X 日    東証サーバ掲載は、指定した日の午前 1 時頃※１

東証サーバ（東証上場会社情報サービス）に「電子提供措置」ファイルが掲載 

●月 X 日   「電子提供措置公開サーバ」に「電子提供措置」ファイルを掲載

総会の日との間に 3 週間以上（21 日以上必要）

6 月 X＋1 日   午前 0 時、本サービスの記録開始（初日不算入の場合、民法 140 条） 
6 月 14 日までに 招集通知発送（総会日と招集通知発送日間に 2 週間以上必要、会社法 299 条） 
6 月 29 日    定時株主総会開催日 ★この日がスケジュールの起点 
9 月 29 日    電子提供措置終了日（本サービスの記録は 24 時で終了）

ただし、総会の日後の 3 ヶ月間は、株主総会決議取消しの訴えの提起期間であるため、民事訴

訟法第 95 条の規定により、総会の 3 ヶ月後の日が土曜、日曜、祝日、12 月 29 日から 1 月 3 日の

場合は、翌平日まで期間が延長されます。

※1 東京証券取引所「株主総会資料の電子提供措置における東証ウェブサイト利用時の留意点」参照

（参考） 

民事訴訟法 第 95 条（期間の計算） 
３ 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1 月 2 日、1 月 3 日又は 

12 月 29 日から 12 月 31 日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。 
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（参考）会社法第 325 条の 3 の「株主総会の日の 3 週間前の日」の解釈について 
２説あります。 

① 株主総会の日の 3 週間前の日その日のみ 

② 株主総会の日の 3 週間前の日を含め、株主総会の日の 3 週間前より早期でもよい 

    電子提供措置部分の立法担当者である「邉 英基（べんひでき）弁護士」の森・濵田松本 

法律事務所のニュースレターによると②となっています。参考にしてください。 

（そのアドレス）https://www.mhmjapan.com/content/files/00063814/20220114-012034.pdf 
           5 ページ目の２．（２）ウ 参照 

2021 年 3 月 1 日に東京証券取引所の有価証券上場規程施行規則が改正され、

上場会社は、招集通知、株主総会参考書類、計算書類・連結計算書類及び事業

報告等を、株主総会の日の 3 週間前よりも早期に、電磁的方法により提供す

るよう努めるものとされました。 
 

Ｑ２．公開サーバは何ファイルまで対応できますか。また、東証サーバ（バックアップ）の調査に

対応していますか。 

 

Ａ２． 公開サーバ内（同一ドメイン内）のファイル制限はありません。（PDF ファイルに限る）

まで対応します。★ＮＥＷ 英語版の追加、訂正等が生じる可能性があるため、ファイル数

に関係なく追加料金なしで、対応します。 

例えば、招集通知情報フルセット、招集通知英語版（会社法では必要ありませんが調査可

能）、電子提供措置情報、これらの後日の訂正・修正情報なども可能です。 

バックアップ的に利用される東京証券取引所サーバ（上場会社情報サービスの「株主総会

招集通知／株主総会資料」欄に掲載）の調査にも対応します。ただし、この場合は、「電子

提供措置アドレス」（招集通知、アクセス通知）に東証が指定したアドレスを記載する必要

があります。東証のみならず、名証、福証、札証にも対応します。 

 

Ｑ３．公開サーバが中断しており（アクセスできない状態）、東証サーバ（バックアップ）にはア

クセスできた場合、電子提供措置の実施結果はどうなりますか。 

 

Ａ３． 立法担当者の解説※2 では、この場合、電子提供措置は事実上掲載が継続しているものと

みなされます。本サービスでも、掲載が継続しているものと記録します。 

       複数のウェブサイトで電子提供措置を実施していれば、複数のウェブサイトで同時刻に

中断となった場合のみ中断とします。複数のウェブサイト全体で「電子提供措置」を実施

とみなします。※3 

 

※２ 旬刊商事法務 2306 号、2022 年 9 月 25 日号、50 ページ、株主総会資料電子提供制度の実務対応 
Ｑ＆Ａ（4）の Q 23 参照 

※３ 第 77 回全株懇定時会員総会第 1 分科会審議事項「電子提供制度の実務対応」85 頁 QⅢ-14 参照 
「複数のウェブサイトに電子提供措置事項を掲載した場合、一方のウェブサイトに掲載された電子提供 
措置事項がサーバダウン等で閲覧できない状況であっても、他方のウェブサイトに掲載された電子提 
供措置事項が問題なく閲覧できるのであれば、電子提供措置の中断（会社法 325 条の６）には該当しない

と考えられる。」 
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Ｑ４．東京証券取引所サーバ（バックアップ）の調査は PDF ファイルを調査するのですか。 

 

Ａ４． PDF ファイルは調査しません。東証が指定したアドレスのみを調査いたします。 

東京証券取引所様に問い合わせたところ、指定アドレスにアクセスできた場合は、電子提供

措置ファイルにもアクセス可能である旨を確認しています。メンテナンス中はメンテナン

ス中である旨の表示がされ、「電子提供措置」にはアクセスできないことを確認しています。 

また、東証サーバは掲載日前日の午後 11 時 29 分までに掲載の依頼をし、掲載日の深夜

1 時頃に掲載された時点でアドレスが判明する仕様となっています。※1 

各ファイルを個々に調査するためには、深夜にアドレスを確認する必要性が生じます。さ

らに、各々の PDF ファイルを調査すると東証サーバに負荷をかけるため、各々の PDF フ

ァイルの調査はいたしません。 

 

Ｑ５．サービス料金はいくらですか。 

 

Ａ５． 28 万円（消費税別）です。 

電子公告調査（1 ファイルのみ）の 2 ヶ月以上 4 ヶ月未満の期間の場合は 18 万円（消費

税別）です。この料金を考慮して、5 ヶ月未満の期間（5 ヶ月を超えることは制度上ありえ

ないと考えられます。）で、同一ドメイン内のファイルをファイル数制限なしで対応します。

（PDF ファイルに限る）することとバックアップの東証サーバの調査対応を考慮し料金を

決定しました。 

 

Ｑ６．本サービスの申し込み締め切りはいつですか。 
 

Ａ６． 原則、電子提供措置掲載日の 5 営業日前の 24 時まで（約 1 週間前）までです。 

間に合わない場合は柔軟に対応いたしますので、ご連絡ください。 

なお、ファイルはお申し込み後に後日追加（変更、修正も後日追加できます。）して変更

できます。 

本サービスをご依頼いただく会社様においては、あらかじめ事務日程（スケジュール）

に加えていただきますようお願いいたします。 

 

Ｑ７．本サービスの結果通知情報（PDF 発行を原則）は、いつ発行されますか。 

 

Ａ７．株主総会は毎月下旬に集中する傾向から、調査期間終了日も集中すると思われます。よっ

て、翌営業日の発行は困難な場合がありえると思われます。発行までしばらくお待ちいた

だくことをあらかじめご了承いただきますようお願いいたします。特に毎年 3 月及び 6 月

下旬開催の株主総会は極めて多いため、お待ちいただく可能性がありますので、ご理解く

ださい。 

 

Ｑ８．書面での結果通知情報（書）は発行してもらえますか。 

 

Ａ８． PDF での発行は、本サービスに含まれています。それに加えて、書面での発行は、追加

オプションとさせていただきます。料金は 1 通につき 2 万円（消費税別）とさせていただ

きます。PDF ファイルの通知を先行して発行します。 
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■制度趣旨、調査の必要性

Ｑ９．会社法上「電子提供措置」を実施した場合の、調査機関制度（掲載事実の調査必須化） 

はなぜ立法化されなかったのでしょうか。中断の規定はあるのですか。 

Ａ９． 令和元年改正会社法の国会での成立前に、法制審議会で議論した段階では、「電子提供措

置調査機関」制度は前向きに検討されていました。しかし、電子提供措置の調査のシステ

ムを構築すること（パスワード可能、修正ファイル追加など）が容易でないため、調査の義

務化（立法化）がされませんでした。※４

「開始日から総会日まで」と「電子提供措置全期間」のいずれかで 1 割を超える中断（ア

クセス不可）が生じた場合は電子提供措置が無効になる旨の規定は残りました。※５

※4 一問一答 令和元年改正会社法 Ｑ31 参照、商事法務

※5 会社法第 325 条の 6，第 2 号及び第 3 号

Ｑ１０．「電子提供措置実施結果通知サービス」（以下、「本サービス」という。）を提供するの 

はなぜですか。 

Ａ１０． 会社法では掲載の事実証明は必要ではありません。ご要望が寄せられ、そのサービス

提供が可能であるようにシステム開発をいたしました。 

第三者として、中立的な立場で実施結果を報告するものです。 

Ｑ１１．本サービスの「結果通知情報(書)」はどのようなものですか。 

Ａ１１．会社法の電子提供措置の規定にしたがい、本Ｑ＆Ａの後半のページの様式になります。 

Ｑ１２．電子提供措置が継続的になされていることの証明について、立法担当者の解説※6 及び東

京株式懇話会資料※7 では、ウェブサイトのログを保存して証拠とする旨が記載されていま

すが、現実的にログで証明できるでしょうか。 

Ａ１２． 公開サーバ（電子提供措置掲載サーバである自社サイト等）のログは、そのサーバにア

クセスした日時（秒単位）とアクセスしたＩＰアドレス、ブラウザに表示したファイルご

とに記録されます。約 4 ヶ月間のログは膨大な量になります。

また、深夜にアクセスがほとんど無いことが予想され、その時間帯はアクセスログが残

らない場合が想定されます。約 4 ヶ月間継続してサーバが稼働していたかどうかをお客様

の自社サイト等で自己証明するには厳しい面があると思われます。 

※6  一問一答 令和元年改正会社法 Q 31 参照、商事法務

旬刊商事法務 2307 号 2022 年 10 月 5 日号 95 ページ、株主総会資料電子提供制度の実務対応 
Ｑ＆Ａ（５）の Q 30 参照 

※7  第 77 回全株懇定時会員総会第 1 分科会審議事項「電子提供制度の実務対応」88 頁 QⅢ-17 参照
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Ｑ１３．3 月開催総会（約 500 社）や 6 月開催総会（約 2400 社）は多いですが、多くの会社がサ

ービスを求めてきた場合は対応できるのでしょうか。 

Ａ１３． 3 月総会及び 6 月総会が多いですが、数年間の実績から対応できます。

★ 本Ｑ＆Ａは、お問い合わせが想定される事項について作成しております。



電子提供措置 実施結果通知情報

電子公告調査機関　2005年6月10日 法務大臣登録第2号



電子提供措置 実施結果通知情報

  大阪市中央区伏見町四丁目 2番 14号 

電子公告調査株式会社  

代表取締役 土井 万二  

当社は、法務大臣登録の「電子公告調査機関」（会社法第 944条第 1項、平成 17年法務省告示 

第 312号）です。 

電子提供措置（会社法第 325条の 3）に関して、「電子公告調査」（会社法第 941条）及び電子公告

規則（平成 18 年法務省令第 14 号）の規定による情報システムを用い、掲載の事実を確認し、その

掲載の実施を調査した結果を通知します。 

本通知情報が、PDF ファイルの場合は電子署名を付与しています。 

１．電子提供措置実施会社 

受付番号 

証券コード 

商号 

２．電子提供措置の内容（日程） 

電子提供措置掲載日 

「電子提供措置開始日」 

 

電子提供措置実施記録 

開始日時 

 

「招集通知発送日」  

「株主総会の日」 

「電子提供措置開始日」から 

「株主総会の日」までの期間 

「株主総会の日」から 

3ヶ月後の日 

電子提供措置実施記録 

終了日時 

電子提供措置期間 

株式会社●●●　御中

株式会社●●●

202X年6月●日

202302XXXXXXXX

XXXX

2023年3月1日

2023年3月2日 00時00分

2023年3月2日

~2023年3月●日 

24日間

2023年6月●日

2023年6月●日 24時00分

●日間

202302XXXXXXXX

㊞



備考 

３．電子提供措置の内容（インターネットアドレス） 

メイン電子提供措置公開サーバアドレス（アクセス通知）（A）

（会社法第 325条の 4第 2項第 3号、会社法施行規則第 95条の 3第 1項第 1号） 

電子提供措置 

掲載アドレス １ 

電子提供措置 

掲載アドレス ２ 

電子提供措置 

掲載アドレス ３ 

電子提供措置 

掲載アドレス ４ 

電子提供措置 

掲載アドレス ５ 

東京証券取引所、上場会社情報、東証上場会社情報サービスのサーバアドレス（バックアップ）（B） 

（アクセス通知）（会社法第 325条の 4第 2項第 3号、会社法施行規則第 95条の 3第 1項第 1号）

 

備考 

https://www.xxx.co.jp/

https://www.xxx.co.jp/pdf/a.pdf

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

202302XXXXXXXX



４．調査結果 

（１） 調査対象

調査対象情報 別紙１に記録された情報 

調査対象アドレス 

前記３のすべての「電子提供措置掲載アドレス」 

「東京証券取引所、上場会社情報、東証上場会社情報サービスの 

サーバアドレス」

調査結果詳細 別紙２「調査結果詳細」に記載のとおりです。 

（２）「電子提供措置期間」における掲載状況（会社法第 325条の 6第 2号関係） 

（条文規定：（中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の 10分の 1を超えないこと。） 

電子提供措置期間 

電子提供措置期間で中断が生

じた時間 

電子提供措置期間で中断が 

生じた可能性のある最大推定

時間の率 

 

（３）「電子提供措置開始日」から「株主総会の日」までの期間中における掲載状況 

（会社法第 325条の 6第 3号関係） 

（条文規定：「電子提供措置開始日」から「株主総会の日」までの期間中に、中断が生じた時間 

の合計が 10分の 1を超えないこと。） 

「電子提供措置開始日」から 

「株主総会の日」までの期間 
 

「電子提供措置開始日」から 

「株主総会の日」までの期間で

中断が生じた時間 

  

「電子提供措置開始日」から 

「株主総会の日」までの期間で

中断が生じた可能性のある最

大推定時間の率 

  

●日間

0日00時間00分00秒

0.00％

24日間

0日00時間00分00秒

0.00％

202302XXXXXXXX



（４）「メイン電子提供措置公開サーバアドレス」（A）から前記３のすべての電子提供措置掲載アド

レスまでのリンクがつながっていることの確認

確認結果 確認年月日及び時刻 

 

（５）「東京証券取引所、上場会社情報、東証上場会社情報サービスのサーバアドレス（バックアッ

プ）」（B）からリンクされる電子提供措置に関する情報について、前記３のすべての「電子

提供措置掲載アドレス」と同一情報にリンクがつながっていることの確認 

確認結果 確認年月日及び時刻 

 

５． その他（備考） 

その他（備考） 

有効 2023年3月2日 XX時XX分

有効 2023年3月2日 XX時XX分

202302XXXXXXXX



別紙 １ 「電⼦提供措置 情報内容」

「情報番号 ０」の情報内容は、次のページ以降のとおりです。

情報番号とは、別紙２の「調査詳細結果」中の「情報」欄の番号を意味します。

情報番号は、
掲載開始時の情報内容は０
最初の追加情報・訂正情報は１とし、その後さらに追加情報・訂正情報があった場合は、
１を加えた数字とします。



電子提供措置掲載アドレス　１

https://www.xxx.co.jp/pdf/a.pdf

に掲載されていた情報は次ページ以降のとおりです。



電子提供措置ファイル1の情報 



別紙 ２ 「調査詳細結果」

調査詳細結果につきましては、次ページ以降に掲載しています。

● 各項目の記載内容

項目名 記載内容

番号 調査順に番号を付与しています。

情報 調査対象の情報番号です。

掲載開始時の情報内容は０，その後、追加情報・訂正情報が生じた場合は１とし、

その後のさらに追加情報・訂正情報があった場合は、１を加えた数字とします。

開始日時 コンピュータシステムが調査を開始した日時。

受信日時 コンピュータシステムが情報を受信した日時。

判定日時 判定をした日時。

判定結果 「match」とは、情報の受信ができ、かつ情報比較を行った結果正常であった場合。

「compare error」とは、情報を受信ができ、かつ情報比較を行った結果一致しなかった場合。

「download error」とは、情報を受信することができなかった場合。

判定者 コンピュータシステムが自動判定した場合は、「システム」、職員が判定を行った場合はその

職員の氏名を記載します。

推定時間 中断が生じた可能性のある時間。 中断がない場合は空欄です。

（注）番号０の行は、電子提供措置の開始日時を、番号の最終行は、電子提供措置の終了日時を記載しています。

日時の記載は、「西暦年／月／日 時：分：秒」で表示しています。時間は２４時間制です。



番号 情報　　開　始　日　時 　　受　信　日　時 　　判　定　日　時 判　定　結　果  判　定　者 推定時間

0 2023/3/2 0:00:00

1 0 2023/3/2 0:20:01 2023/3/2 0:20:02 2023/3/2 0:20:02 match システム

2 0 2023/3/2 1:20:02 2023/3/2 1:20:02 2023/3/2 1:20:02 match システム

3 0 2023/3/2 2:20:01 2023/3/2 2:20:01 2023/3/2 2:20:01 match システム

4 0 2023/3/2 3:20:02 2023/3/2 3:20:02 2023/3/2 3:20:02 match システム

5 0 2023/3/2 4:20:01 2023/3/2 4:20:02 2023/3/2 4:20:02 match システム

6 0 2023/3/2 5:20:01 2023/3/2 5:20:01 2023/3/2 5:20:01 match システム

7 0 2023/3/2 6:20:01 2023/3/2 6:20:03 2023/3/2 6:20:03 match システム

8 0 2023/3/2 7:20:01 2023/3/2 7:20:01 2023/3/2 7:20:01 match システム

9 0 2023/3/2 8:20:01 2023/3/2 8:20:01 2023/3/2 8:20:01 match システム

10 0 2023/3/2 9:20:01 2023/3/2 9:20:02 2023/3/2 9:20:02 match システム

11 0 2023/3/2 10:20:02 2023/3/2 10:20:02 2023/3/2 10:20:02 match システム

12 0 2023/3/2 11:20:01 2023/3/2 11:20:01 2023/3/2 11:20:01 match システム

13 0 2023/3/2 12:20:01 2023/3/2 12:20:02 2023/3/2 12:20:02 match システム

14 0 2023/3/2 13:20:01 2023/3/2 13:20:01 2023/3/2 13:20:01 match システム

15 0 2023/3/2 14:20:01 2023/3/2 14:20:02 2023/3/2 14:20:02 match システム

16 0 2023/3/2 15:20:01 2023/3/2 15:20:01 2023/3/2 15:20:01 match システム

17 0 2023/3/2 16:20:02 2023/3/2 16:20:02 2023/3/2 16:20:02 match システム

18 0 2023/3/2 17:20:01 2023/3/2 17:20:01 2023/3/2 17:20:01 match システム

19 0 2023/3/2 18:20:01 2023/3/2 18:20:01 2023/3/2 18:20:01 match システム

20 0 2023/3/2 19:20:01 2023/3/2 19:20:02 2023/3/2 19:20:02 match システム

21 0 2023/3/2 20:20:01 2023/3/2 20:20:01 2023/3/2 20:20:01 match システム

22 0 2023/3/2 21:20:01 2023/3/2 21:20:02 2023/3/2 21:20:02 match システム

23 0 2023/3/2 22:20:01 2023/3/2 22:20:01 2023/3/2 22:20:01 match システム

24 0 2023/3/2 23:20:01 2023/3/2 23:20:02 2023/3/2 23:20:02 match システム

25 0 2023/3/3 0:20:01 2023/3/3 0:20:01 2023/3/3 0:20:01 match システム

26 0 2023/3/3 1:20:01 2023/3/3 1:20:01 2023/3/3 1:20:01 match システム

27 0 2023/3/3 2:20:01 2023/3/3 2:20:02 2023/3/3 2:20:02 match システム

28 0 2023/3/3 3:20:01 2023/3/3 3:20:02 2023/3/3 3:20:02 match システム

29 0 2023/3/3 4:20:01 2023/3/3 4:20:02 2023/3/3 4:20:02 match システム

30 0 2023/3/3 5:20:02 2023/3/3 5:20:02 2023/3/3 5:20:02 match システム

31 0 2023/3/3 6:20:01 2023/3/3 6:20:01 2023/3/3 6:20:02 match システム

32 0 2023/3/3 7:20:01 2023/3/3 7:20:01 2023/3/3 7:20:01 match システム

33 0 2023/3/3 8:20:01 2023/3/3 8:20:02 2023/3/3 8:20:02 match システム

34 0 2023/3/3 9:20:01 2023/3/3 9:20:01 2023/3/3 9:20:01 match システム

35 0 2023/3/3 10:20:01 2023/3/3 10:20:01 2023/3/3 10:20:01 match システム

36 0 2023/3/3 11:20:01 2023/3/3 11:20:02 2023/3/3 11:20:02 match システム

37 0 2023/3/3 12:20:01 2023/3/3 12:20:01 2023/3/3 12:20:01 match システム

38 0 2023/3/3 13:20:01 2023/3/3 13:20:02 2023/3/3 13:20:02 match システム

39 0 2023/3/3 14:20:01 2023/3/3 14:20:01 2023/3/3 14:20:01 match システム

40 0 2023/3/3 15:20:01 2023/3/3 15:20:02 2023/3/3 15:20:02 match システム

41 0 2023/3/3 16:20:01 2023/3/3 16:20:01 2023/3/3 16:20:01 match システム

42 0 2023/3/3 17:20:02 2023/3/3 17:20:02 2023/3/3 17:20:02 match システム

43 0 2023/3/3 18:20:01 2023/3/3 18:20:01 2023/3/3 18:20:01 match システム

44 0 2023/3/3 19:20:01 2023/3/3 19:20:02 2023/3/3 19:20:02 match システム

45 0 2023/3/3 20:20:01 2023/3/3 20:20:01 2023/3/3 20:20:01 match システム

46 0 2023/3/3 21:20:02 2023/3/3 21:20:02 2023/3/3 21:20:02 match システム

47 0 2023/3/3 22:20:01 2023/3/3 22:20:02 2023/3/3 22:20:02 match システム

48 0 2023/3/3 23:20:01 2023/3/3 23:20:01 2023/3/3 23:20:01 match システム
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